
う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

10月１日から児童手当制度が拡充されます

手続きが必要となる方
①所得制限により、児童手当の支給が受けられなかった方
②児童手当非受給で、高校生を養育している方
③児童手当受給者で新たな多子加算の対象となりうる方
申請のスケジュール
令和６年９月　個別通知送付及び受付開始　上記①、②の方
　　　　　　　　→該当される方には９月上旬に通知を発送いたしました。
　　　　　　　　　（最終申請期限は令和７年３月末まで）
　　　 10 月　個別通知送付及び受付開始　上記③の方
　　　　　　　　→ 12 月５日支給の申請期限は 10 月 31 日（木）まで
　　　　　　　　　（最終申請期限は令和７年３月末まで）
　◎申請等が必要な方には、手続きに必要なご案内を個別に通知いたしますが、ご不明な点がござい

ましたら、お問い合わせください。
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児童手当制度改正内容
改正前 ( 令和６年９月分まで ) 改正後 ( 令和６年 10 月分以降 )

支給対象 中学校修了まで
（15 歳の年度末まで）

高校生年代まで
（18歳の年度末まで）

多子加算の
カウント対象

高校生年代まで
（18 歳の年度末まで）

大学生年代まで
（22歳の年度末まで）

※ただし、親等の経済的負担がある場合
多子加算額

（第３子以降）
15,000 円

（小学校修了まで）
30,000 円

（18歳の年度末まで）
所得制限 あり なし

手当月額

・３歳未満：15,000 円
・３歳～小学校修了まで
　第２子まで：10,000 円
　第３子以降：15,000 円
・中学生：10,000 円
・所得制限以上：5,000 円

・３歳未満
　第２子まで：15,000 円
　第３子以降：30,000円
・３歳～高校生年代
　第２子まで：10,000 円
　第３子以降：30,000円

支 払 月 年３回 (2 月、6 月、10 月 ) 年６回 (偶数月 )

越生保育園にあそびに来ませんか？
地域交流保育
日程・内容　　10 月  ９日（水）発育測定・運動あそび
　　　　　　　10 月 31 日（木）ハロウィン～ぜひ！仮装して来てください。
　　　　　　　11 月 21 日（木）観劇会「劇団　おっぺ」
　　　　　　　令和 7 年１月 16 日（木）お正月あそび
時　　　間　　午前９時 30 分～ 11 時（行事により異なる場合があります）
対　　　象　　未就学児（保護者の方とご参加ください）
申 し 込 み　　前日午後４時までに越生保育園へ電話予約してください。
　　　　　　　※中止の場合は、越生保育園よりご連絡いたします。

園 庭 開 放
日　　　程　　10 月 29 日（火）
　　　　　　　11 月 13 日（水）
　　　　　　　11 月 18 日（月）
　　　　　　　12 月 19 日（木）
　　　　　　　※雨天の場合は中止
時　　　間　　午前９時 30 分～ 10 時 30 分
対　　　象　　未就学児（保護者の方とご参加ください）
　　　　　　　※申し込みは不要
　　　　　　　※雨天以外の中止や日程変更は、越生町ホームページでお知らせします。

あ越生町立越生保育園　う 049-292-2231
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令和6年11月分（令和7年1月支給分から）
児童扶養手当の制度が変わります

　令和 6年 11 月 1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第３子以降の加算額が
引き上げられます。
●所得制限限度額の引上げ

  

広 

告

メール配信サービスもあります！

登録は…
に空メールを送るだけ！

越生町メール配信サービス
ogose@entry.mail-dpt.jp

防災無線 が聞こえなかった時

0800-800-8099
防災行政無線テレホンサービスをご利用ください。

TEL

●第３子以降の加算額を第２子の加算額と同額に引上げ
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これまで
　全部支給　6,450 円
　一部支給　6,440 円～ 3,230 円
　　　　　　（所得に応じて決定されます）

令和 6 年 11 月分から
　全部支給　10,750 円
　一部支給　10,740 円〜 5,380円
　　　　　　（所得に応じて決定されます）
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